
 

 

  令和８年度子ガラス捕獲処理業務仕様書 

 

本業務は、カラスの繁殖期において、親ガラスによる不特定多数の通行人に対する威嚇

行為、人身への危害を未然に防止することを目的に、市内一円を対象に、巣から落下し、

又は飛行できずに地面等にうずくまっている子ガラスの捕獲処理を行うものである。 

１  業務期間 

令和８年６月１日から令和８年８月 31 日までとする。 

 

２ 実施地域 

札幌市内一円とする。 

 

３  業務対応時間及び出動体制について 

⑴ 業務対応時間 

ア 平日 

８時 45 分から 19 時までとする。 

  イ 土曜日、日曜日及び祝日 

        ８時 45 分から 17 時 15 分までとする。 

⑵ 出動体制 

業務対応時間においては、３名（１名×３組）以上が同時に出動可能な体制を維持

すること。 

 

４  基本事項 

⑴  受託者は、本業務を実施するにあたり、必要な許可を有していない場合は、契約

締結後、本市に対して速やかに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（以下「鳥獣保護管理法」という。）に基づくカラスの捕獲許可申請を行い、従事

者全てについて捕獲許可証の交付を受けること。 

⑵ 受託者は、本業務を実施するにあたり、従事者に捕獲許可証の携帯及び腕章の装

着をさせること。 

⑶ 受託者は、本業務の特殊性を考慮し、実施にあたっては事故防止に万全を期するこ

と。 

⑷ 受託者は、本業務を実施するに当たり、従事者の安全確保に努めること。 

⑸ 秘密の保持 



 

 

ア  受託者及びその従事者は、本契約の業務期間内及び履行後において、業務上知

りえた一切の秘密について、第三者に漏らしてはならない。 

イ 受託者は、その従事者に対し、アの秘密保持について適切な指導管理をしなけ

ればならない。 

⑹ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。 

 

５ 業務実施方法 

⑴ 市民等による通報から、子ガラス等の捕獲、処理に至る一連の業務の流れは別添フ

ローチャートのとおりとする。 

⑵ 受託者は、市民等からの捕獲依頼を受けた委託者の指示により、速やかに現地出

動を行うものとする。また、札幌市コールセンター又は本庁防災センターより捕獲等

の指示があった場合も、委託者の指示とみなし、現地出動を行うものとする。 

⑶ 現地に出動した際の業務は、下表の判断基準により行うものとする。また、捕獲は

網又は手によって行うものとする。 

① 

子ガラス等が地面又は塀などの低い位

置で、業務に当たる者の位置から高さ概ね

２ｍ未満にある場合（地上２ｍ未満の捕

獲） 

直ちに捕獲業務を行うものとする。 

ただし、特殊な状況又は子ガラス等が飛

び立つなどして捕獲困難となった場合は中

止する（④捕獲できず）。 

② 

子ガラス等が業務に当たる者の位置 

から高さ概ね２ｍ以上にある場合（地上２

ｍ以上の捕獲） 

作業の特殊性、危険性等を考慮し、可能

であれば捕獲を行うものとする。 

③ 
通報者等がすでに子ガラス等を捕獲し、

保管している場合（引き取り） 

通報者等から子ガラス等を引き取る。 

 

④ 

現地で子ガラス等を捕獲又は確認でき

ない場合、現地へ派遣後にキャンセルとな

った場合（捕獲できず） 

通報者等から事情を聴取して、捕獲又は

確認できない場合、派遣後に通報者からキ

ャンセルの連絡があった場合は業務を中止

する。 

⑤ 
子ガラス等が死んでいて親ガラスの威

嚇が継続している場合（へい死） 

直ちにへい死個体を回収する。 

 

⑥ 巣の撤去 

  子ガラス等の足が巣にひっかかっている

など、巣を撤去しないと子ガラス等の捕獲

が困難な場合に限り行う。 



 

 

⑷ 子ガラス等の捕獲作業が終了した時（中止や死んでいた場合を含む。）は、業務完了

の確認のため報告書（様式１）に通報者等の署名をもらうこととする。なお、通報者

等が不在の場合は、署名に代えて捕獲状況のわかる写真を添付すること。 

 

⑸ 子ガラスを捕獲した場合には、原則として個体を回収し、自社敷地内に設置する

CO2 ガス装置により安楽殺処分（ガス殺とする。）の上、廃棄物として廃棄物処理業

許可業者に委託し適正に処理すること。 

なお、その際、受託者は事業所用専用ごみ袋（事業所用プリペイド袋）の提供を

委託者から受けることができるものとする。また、受託者にて安楽殺処分後の死体

を一時的に保管する場合は、保冷剤を用意するなど衛生面に配慮すること。 

 

６ 使用機器の準備等 

業務に使用する器具等については、全て受託者の負担とする。 

 

７  報告等 

子ガラスの捕獲処理結果は、２週間に１回を目途に速報として委託者へＦＡＸ等に 

より通知すること。なお、札幌市コールセンター又は本庁防災センターからの指示があ 

った場合は、指示者の所属を記載の上、上記と同様に委託者へＦＡＸ等により通知する 

こと。 

報告書（様式 1-1、様式1-2）については、業務期間完了後に業務完了届（様式２）

　とともに提出し、本市による検査を受けること。 

 

８  業務区分、予定数量及び各業務区分における数量の扱い 

⑴  業務区分及び予定数量は次表のとおりとする。 

業務区分 予定数量 単位 

①  地上２ｍ未満の捕獲 110 羽 

②  地上２ｍ以上の捕獲 3 羽 

③  引き取り 12 羽 

④  捕獲できず 21 回 

⑤  へい死 5 羽 

⑥  巣の撤去 1 回 

⑦  安楽殺処分 140 羽 



 

 

※なお、記載した数量は予定数量であり、その数量の発注を保証するものではない。 

⑵ 各業務区分における数量の扱いについて、業務区分①から③、⑤及び⑦は、１羽

当たりの捕獲又は引取り、へい死又は安楽殺処分につき数量１として計上すること。 

また、業務区分④及び⑥は、作業１回につき数量１として計上すること。 

 

９ 個人情報の保護 

⑴ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、

別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

⑵ 別紙１「個人情報取扱安全管理基準」を遵守し、また、個人情報保護のため、別

紙２「個人情報取扱安全基準適合申出書」を提出し、その内容について、原則、契

約締結前までに担当課の評価を受けること。なお、別紙１「個人情報取扱安全管理

基準」における全ての項目を遵守しなくとも、代替となる保護措置が講じられてい

れば安全管理基準に適合するものとする。 

 

10 環境配慮事項 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努め 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報

保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての

事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリテ

ィポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）

を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同

じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければなら

ない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に

記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなければな

らない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定め

なければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得

なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならな

い。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を実際に取り扱って事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)

を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得な

ければならない。 



 

 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から

持ち出してはならない。 

  

（教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における

従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業

者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏ら

してはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を

他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約

書を提出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託

（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得

なければならない。 

３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委

託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 



 

 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託先が委託者

指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）に

必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契

約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びそ

の結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再

委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及

び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、

委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記

録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行

わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならな

い。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任

を負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応

ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当

該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱

規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい

等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 



 

 

 (4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏

えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい

等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の

目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指

定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して

個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものと

する。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報につ

いて、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消

去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を

書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された

電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を

講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名

及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、

直ちに報告しなければならない。 



 

 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき

必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、

実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業

務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又

はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に

かかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生

場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との

連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ

て当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連す

る委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対し

て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによっ

て委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償し

なければならない。 

 



 

 

（注）委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。 



 

 

【別紙 1】 

個人情報取扱安全管理基準 

 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。 

  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等が定

められていること。 

 (1) 組織的安全管理措置 

 (2) 人的安全管理措置 

 (3) 物理的安全管理措置 

 (4) 技術的安全管理措置 

 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ 

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての

事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第６６条）」を御

確認ください。 

 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方針、

規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。 

 

３ 従業者の指定、教育及び監督 

 (1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。 

 (2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。 

 (3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバーセキュリテ

ィの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施していること。また、個人情

報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している者としていること。 

  (4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。 

 

４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

 (1) データや紙文書等による個人情報を管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、当

該管理区域に壁又は間仕切り等を設置すること。 

  【管理区域の例】 

https://www.ppc.go.jp/


 

 

  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 

  ・ 紙文書等の個人情報を保管する区域 等 

 (2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。 

   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外者

が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室の記録を保管して

いること。 

 (3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する

定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。 

 (4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講ずる

こと。 

 (5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な

措置を講ずること。 

 

５ セキュリティ強化のための管理策 

  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止する

ため以下の対策を実施していること。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独による設

置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び当該業務を

実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続していないこと。ただし、

本市の許可を得た場合はこの限りでない。 

 (2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設内に設

置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さらに、部外者

のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。ただし、本市の許可を

得た場合はこの限りでない。 

 (3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用できる従

業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況を記録し、

保管していること。 

 (4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずること。 

 (5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業者を定める

こと。 



 

 

 (6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿すること。

また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセスログ等から従業

者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管していること。 

 (7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等にて保

管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。 

 (8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有する者

であることをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のいずれかにより識別し、

認証していること。 

 (9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア等（ウィル

ス対策ソフトウェア等）を導入していること。 

 (10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。また、削

除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。 

 (11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削除ソ

フトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。 

 (12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。 

 

６ 事件・事故における報告連絡体制 

 (1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告連絡

体制を整備していること。 

 (2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管理者

等への報告連絡体制を整備していること。 

 (3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体制

を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに決

定等に係る体制及び手順等を整備していること。 

 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち運ぶ

場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、追跡可能な

移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。 

 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。 



 

 

 

９ 定期監査の実施 

  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及び外

部監査を実施すること。 

 

１０ 個人情報取扱状況報告書の提出 

  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提出時

において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。 

 

１１ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシーマーク等の

規格認証 

  ISMSISMS(国際標準規格 ISO/IEC27001、日本工業規格 JISQ27001)、プライバシーマー

ク(日本工業規格 JISQ15001)等の規格認証を受けていること。 

 

（注）委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。 



 

 

【別紙２】 

個人情報取扱安全管理基準適合申出書 

年  月  日   

（申請者）               

 

貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ます。 

記 

 

●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項 

※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実

地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。 

 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入くださ

い。併せて、当該規程をご提出ください。 

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出くださ

い。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該

当箇所をご教示願います。 

 

３ 従業者の指定、教育及び監督 



 

 

 (1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。 

 (2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。 

 (3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。 

４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

  設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置してい

る場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録を提

出してください。 

 

 ・管理区域の名称                              

 

   入退室の認証方法                            

 

   入退室記録の保存期間                          

 

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 

 ・管理区域の名称                              

 

   入退室の認証方法                            

 

   入退室記録の保存期間                          

 

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 

 ・管理区域の名称                              

 

   入退室の認証方法                            

 



 

 

   入退室記録の保存期間                          

 

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 

 ・管理区域の名称                              

   入退室の認証方法                            

 

   入退室記録の保存期間                          

 

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 

５ セキュリティ強化のための管理策 

  セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の内容に合致

している場合は、□欄を■とチェックしてください。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて 

  □ 他のネットワークと接続していない。 

  □ 従業者にアクセス権限を設定している。 

     従業者の利用記録の保存期間（                   ） 

  □ 記録機能を有する機器の接続制御を実施している。 

     接続制御の方法（                         ） 

  □ 従業者の認証方法（                         ） 

  □ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。 

   ※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。 

 

 (2) 文書、電子媒体の取扱いについて 

  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 

  □ 文書、電子媒体の持ち出しを記録している。 

     当該記録の保存期間（                       ） 



 

 

  □ 文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。 

   ※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。 

 

 (3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて 

  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 

  □ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。 

  □ 電子データの利用状況について記録している。 

  □ 作成した電子データの削除記録を作成している。 

   ※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出してください。 

６ 事件・事故における報告連絡体制 

  個人情報取扱安全管理基準の「６ 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)までの内容

を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記１にて提出した基本方針等に記載が

ある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。 

 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各

項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実施

している場合は、対策をご記入ください。 

  □ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。 

  □ 上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。 

   ※対策を以下にご記入ください。 

 

                                        

 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。 

 

                                        

 

                                        

 

９ 定期監査の実施 



 

 

  貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各

項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況が

分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認

証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種申請

の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。 

  □ 内部監査を実施している。 

  □ 外部監査を実施している。 

１０ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライバシーマーク等の認証

等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。 

  また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。 

 

 取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等） 

 

  名称                                    

 

  認証年月日            最終更新年月日              

 

  名称                                    

 

  認証年月日            最終更新年月日              

 

  名称                                    

 

  認証年月日            最終更新年月日              

 

(注)委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略 

することとする。 

 

 

 

 

 



【様式１-１】 

子ガラス捕獲処理業務報告書（令和８年度） 

                             【整理番号            】 

 

受託者受付日時  令和８年    月    日(   )        時    分   

業務実施日時 令和８年    月    日(   )        時    分   

業務実施場所  札幌市    区 

 

  業 務 実 施 内 容 摘    要 

□ 

子ガラス等を捕獲（２ｍ未満） 

 

（ﾊｼﾌﾞﾄ･ﾊｼﾎﾞｿ）        羽   

 捕獲した場所の状況など 

 □ 

 子ガラス等を捕獲（２ｍ以上） 

 

（ﾊｼﾌﾞﾄ･ﾊｼﾎﾞｿ）       羽 

 捕獲した場所の状況など 

 □ 

 子ガラス等の引き取り 

  

（ﾊｼﾌﾞﾄ･ﾊｼﾎﾞｿ）        羽 

 引き取った状況 

 □  子ガラス等を捕獲できず 

 捕獲・発見できなかった又は現地派遣後キャンセルとなった

状況 

 □ 

 子ガラス等のへい死を確認 

 

（ﾊｼﾌﾞﾄ･ﾊｼﾎﾞｿ）      羽 

 へい死個体の回収状況 

 □  巣の撤去              個 

 撤去した時の状況及び捕獲したヒナの数、採取した卵の数 

 

 ハシブト（ヒナ    羽 ・ 卵     個） 

 ハシボソ（ヒナ    羽 ・ 卵     個） 

 

 通報者の確認署名 

 
 

 

 

 【備考】    

□環境共生担当課(    月  日) 

         に FAX 速報済 

□環境共生担当課経由 

□コールセンター経由  

□防災センター経由 

□通報者不在でサインもらえず。

（写真を添付） 

 報告書作成者氏名 

 
 

 

 

 



【様式１-２】子ガラス捕獲一覧
撤去

1 2 3 4 5 6
月日 曜 捕獲2m未満 捕獲2m以上 引取り 捕獲できず へい死 巣撤去 ハシブト ハシボソ ハシブト ハシボソ ハシブト ハシボソ ハシブト ハシボソ

1

2

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 件

捕獲頭数
2m未満

捕獲頭数
2m以上

引取り頭
数

捕獲でき
ず

へい死
頭数

巣撤去

頭数  件

単価  件

総額  件

 件

安楽殺
処分

 件
件

0 件 税込単価 総支出額

支出額

（２m未満捕獲＋２m以上捕獲
＋引き取り数）

子ガラス捕獲場所数 その他 捕獲頭数
捕獲2m未満

捕獲頭数
捕獲2m以上

引取り頭数 へい死の頭数
№

実施日時
捕獲場所 処理内容



様式２

役務－第９号様式　完了届

住 所

商号又は名称

職 ・ 氏 名 印

令和８年度子ガラス捕獲処理業務

備考　札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を
　　可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

受付 印

職

職

　上記のとおり完了届の提出があったので，この役務の履行検査に係る検査員及び立会人
については次の者に命じ、令和　 年　月　日に検査を実施してよろしいか。

検査員

立会人

氏　名

氏　名

上記役務は、令和　　年　　月　　日に完了したのでお届けします。

（なお，完了した役務の内容は，作業日誌等にて逐次報告したとおりです。）

課　長 係　長 係

令和　 年　 月 　日

（　以 下 、札 幌 市 使 用 欄　）

完　了　届

令和　　年　　月　　日

（あて先）札幌市長

名　称

完了を確認した職員



別添 

子ガラス捕獲処理業務委託フローチャート 

 

 

通報者 

（市民等） 

❶相談・通報 
委託者 

（環境局環境共生担当課） 

※札幌市コールセンター、 

本庁防災センターから 

指示する場合もある。 

受託者 

❷受付処理票記載 

❸受託業者への 

指示要否判断 

否   要 

❹受託業者への 

指示 

（電話または FAX） 

❺現地出動 

❻通報者から事情聴取 

（不在の場合は不要） 

❼対応可否判断 

否   可 

❽子ガラス等の捕獲 

❾子ガラス等の処理        

CO2安楽殺・焼却処理 

⓫報告書作成 

❿結果報告(2週間に 1度) 

⓬報告書を提出 


